
こしがや景観資源登録に係る手続きフロー 

 

資料１―２ 

こしがや景観資源の登録 

受付締め切り（１年毎） 

募 

集 

期 

間 

応募があった景観資源候補に関する調査 

・場所、所有者、管理者の確認 

  ・応募があった景観資源候補の現地確認 

・所有者の意向調査 

・他部署、機関との調整 

（文化財等への指定状況の調査） 

 

登録候補の募集開始 

広報こしがや・HP・イベント（景観写真コンク

ール、景観シンポジウム 他）等での周知 

景 観 評 価 委 員 会 

候
補
の
抽
出
（
選
定
） 

登 

録 

準 

備 

景観評価委員会に諮る準備 

周 

知 

公告、所有者・応募者への通知 

広報こしがや・HP・イベント（写真コンクール、

景観シンポジウム 他）等での公表 

登録手続き〈市長決裁〉 

景観評価委員会で出た意見の整理、調整 



こしがや景観資源解除に係る手続きフロー 

 

 

登録解除の手続き 

現 地 確 認 

情 

報 

収 

集 

検討事項 

・残し方の検討 

（部分的に残せるか、移設が可能か。） 

・他の資源への影響 

  ・解除に伴う景観への影響 

登録解除の相談 

景 観 評 価 委 員 会 

協 

議 

期 
間 

調 
査 
期 

間 

景観評価委員会に諮るか検討 

（資源の規模や景観への影響等により判断） 

※解除時期が合わない場合、会長・ 

会長職務代理及び関係委員へ相談 

周 

知 

公告、所有者・応募者への通知 

HP での公表 

解除手続き〈市長決裁〉 

※景観評価委員会では、解除の可否ではなく、残

し方について、意見をいただく。 

意見・理由の聞き取り 

 ・解除理由 

 ・解除の希望時期 

 ・所有者の意見聴取 

 ・残し方に対する考え 


